
○松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

令和６年３月２６日 

条例第１４号 

松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（平成２６年松前町条例第１７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５９条

第１項第１号、第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において読み替えて準

用する法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）並びに第１１５条の２４第１

項及び第２項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者（法第５８条第１項に規定する指定

介護予防支援事業者をいう。以下同じ。）の指定等をすることができる者、指定介護予防支

援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）の事業及び基準該

当介護予防支援（法第５９条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同

じ。）の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支

援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。 

（指定介護予防支援事業者の指定等をすることができる者） 

第２条 法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において読み替えて準用する

法第７０条の２第４項において準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。 

（人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

第３条 指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基

準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

７号）（同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定める基準をもって、その

基準とする。この場合において、同省令第２８条第２項（同省令第３２条において準用する

場合を含む。）中「２年間」とあるのは、「５年間」とするほか、必要な技術的読替えは、

規則で定める。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


